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１．計画策定の趣旨
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～自殺を考えている人の特徴～

自殺を個人の自由な意思や選択の結果として捉える見方もありますが、自殺
する人は必ずしも十分な判断力を持って自殺という自己決定をしているわけで
はありません。多くの自殺は、「追い込まれた末の死」ということができます。

したがって、危険な状態に追い込まれる前に心の悩みを解消することができ
れば、また、追い込まれてしまった後でも、周りの人が、自殺を考えている
人の何らかのサインに気づいて専門家につなぎ、その指導の下で見守っていく
ことができれば、多くの自殺は避けることができます。

自殺総合対策の在り方検討会報告書　　　　　
「総合的な自殺対策の推進に関する提言」より
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自 殺 対 策 基 本 法

自殺総合対策大綱

川崎市自殺対策の推進に関する条例 

川 崎 市 地 域 医 療 計 画

川崎市地域福祉計画

か わ さ き 健 康 づ く り ２１

かわさきいきいき長寿プラン

か わ さ き 教 育 プ ラ ン

川崎市子ども・子育て支援事業計画

川崎市生活保護・自立支援対策方針

かわさきノーマライゼーションプラン

川崎市児童家庭支援・児童虐待
対策事業推進計画

川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン

川 崎 市 自 殺 対 策 総 合 推 進 計 画  

川崎市人権施策推進基本計画

他　の　関　連　計　画　等

新　た　な　総　合　計　画 （実施計画）
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 26 年度　　　　　27年度　　　　   28 年度　　　　  29 年度 

本市計画 

計画期間 

実施計画（平成 28、29年度）アクションプログラム アクションプログラム

計画策定 川崎市自殺対策総合推進計画
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２．川崎市の自殺の現状
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人口動態統計より

(自殺率は人口10万人当たりの自殺者数)

川崎市自殺者数 川崎市自殺率 全国自殺率川崎市自殺者数 川崎市自殺率 全国自殺率
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警察庁自殺統計
（発見地・発見日ベース）より

全　国

神奈川県

川崎市

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
川崎市自殺者数 142 194 191 186 286 289 261 235 244 269 242 238 258 267 293 317 308 284 265 243
川崎市自殺率 11.8 16.1 15.8 15.3 23.3 23.3 20.9 18.6 19.0 20.8 18.5 17.9 19.2 19.5 21.1 22.5 21.6 19.8 18.4 16.8
全国自殺者数 20,923 21,420 22,138 23,494 31,755 31,413 30,251 29,375 29,949 32,109 30,247 30,553 29,921 30,827 30,229 30,707 29,554 28,896 26,433 26,063
全 国 自 殺 率 16.9 17.2 17.8 18.8 25.4 25.0 24.1 23.3 23.8 25.5 24.0 24.2 23.7 24.4 24.0 24.4 23.4 22.9 21.0 20.7

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
川崎市自殺者数（人） 215 237 254 285 288 267 268 249 220
川 崎 市 自 殺 死 亡 率 16.2 17.7 18.5 21.1 20.4 18.7 18.7 17.9 15.3
神奈川県自殺者数（人） 1,669 1,639 1,845 1,818 1,835 1,849 1,852 1,644 1,558
神奈川県自殺死亡率 19.0 18.6 20.8 20.4 20.5 20.4 20.5 18.1 17.2
全 国 自 殺 者 数（人） 32,552 32,155 33,093 32,249 32,845 31,690 30,651 27,858 27,283
全 国 自 殺 死 亡 率 25.5 25.2 25.9 25.3 25.8 24.9 23.9 21.8 21.4
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警察庁自殺統計（発見地・発見日ベース）より

年代別自殺者数と割合（％）
H21 H22 H23 H24 H25

自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合
～ 19歳 5 1.7 6 2.2 10 3.7 6 2.4 4 1.8 
20 ～ 29歳 37 12.8 28 10.5 39 14.6 48 19.3 28 12.7 
30 ～ 39歳 53 18.4 36 13.5 51 19.0 35 14.1 44 20.0 
40 ～ 49歳 58 20.1 56 21.0 51 19.0 50 20.1 47 21.4 
50 ～ 59歳 45 15.6 48 18.0 40 14.9 30 12.0 28 12.7 
60 ～ 69歳 49 17.0 48 18.0 40 14.9 40 16.1 36 16.4 
70 ～ 79歳 28 9.7 26 9.7 25 9.3 31 12.4 19 8.6 
80 歳以上 13 4.5 18 6.7 12 4.5 9 3.6 13 5.9 
総　計 288 100.0 267 99.6 268 100.0 249 100.0 220 99.5 

＊ H22、H25の自殺者総数には年齢不詳者を各 1人含む

男女別自殺者数と割合（％）
H21 H22 H23 H24 H25

自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合
男 199 69.1 180 67.4 184 68.7 177 71.1 166 75.5 
女 89 30.9 87 32.6 84 31.3 72 28.9 54 24.5 

総　計 288 100.0 267 100.0 268 100.0 249 100.0 220 100.0 
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警察庁自殺統計（発見地・発見日ベース）より

職業別自殺者数と割合（％）
H21 H22 H23 H24 H25

自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合
自 営 業 者 21 7.3 14 5.2 15 5.6 10 4.0 21 9.5 
被雇用者・勤め人 75 26.0 73 27.3 97 36.2 70 28.1 61 27.7 
無 職 者 182 63.2 171 64.0 152 56.7 167 67.1 128 58.2 
不 詳 10 3.5 9 3.4 4 1.5 2 0.8 10 4.5 
総 　 計 288 100.0 267 100.0 268 100.0 249 100.0 220 100.0 
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警察庁自殺統計（発見地・発見日ベース）より

原因 ・動機別件数と割合（％）
H21 H22 H23 H24 H25

件数 割合
（実数割） 件数 割合

（実数割） 件数 割合
（実数割） 件数 割合

（実数割） 件数 割合
（実数割）

家 庭 問 題 29 10.1 32 12.0 32 11.9 23 9.2 30 13.6 
健 康 問 題 100 34.7 118 44.2 100 37.3 97 39.0 85 38.6 
経済生活問題 57 19.8 51 19.1 36 13.4 29 11.6 31 14.1 
勤 務 問 題 17 5.9 25 9.4 20 7.5 25 10.0 20 9.1 
男 女 問 題 20 6.9 9 3.4 6 2.2 12 4.8 11 5.0 
学 校 問 題 2 0.7 1 0.4 8 3.0 7 2.8 2 0.9 
そ の 他 10 3.5 4 1.5 13 4.9 21 8.4 10 4.5 
不 詳 128 44.4 104 39.0 121 45.1 102 41.0 76 34.5 
（注1）原因・動機は3つ以内の複数計上可能であり、実数割の割合（％）については自殺者総数に基づき算出している。

原因 ・動機の判断材料
H21 H22 H23 H24 H25

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合
遺 書 112 38.9 109 40.8 92 34.3 81 32.5 91 41.4 
自 殺 サ イ ト・
メール等書き込み 14 4.9 12 4.5 12 4.5 20 8.0 7 3.2 

そ の 他 の
生 前 の 言 動 50 17.4 58 21.7 61 22.8 57 22.9 49 22.3 

該 当 な し 126 43.8 102 38.2 115 42.9 100 40.2 76 34.5 
（注2）「原因・動機別の判断材料」は複数選択可能であるが割合（％）については自殺者総数より算出している。
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警察庁自殺統計（発見地・発見日ベース）より

自殺未遂歴
の有無

H21 H22 H23 H24 H25
自殺者数（人）割合（％）自殺者数（人）割合（％）自殺者数（人）割合（％）自殺者数（人）割合（％）自殺者数（人）割合（％）

未遂歴あり 54 18.8 48 18.0 54 20.1 55 22.1 53 24.1 
未遂歴なし 165 57.3 146 54.7 153 57.1 138 55.4 132 60.0 
不 詳 69 24.0 73 27.3 61 22.8 56 22.5 35 15.9 
総 計 288 100 267 100 268 100 249 100 220 100

平成25年における原因順位別にみた年代別・死亡数・構成割合 ※　不詳除く

年代
第１位 第２位 第３位

原因 割合 原因 割合 原因 割合
10代 健 康 問 題 50.00 － － － －
20代 健 康 問 題 27.03 家 庭 問 題 13.51 男 女 問 題 13.51
30代 健 康 問 題 30.19 勤 務 問 題 15.09 家 庭 問 題 13.21

40代 健 康 問 題 28.57 経済・生活問題 14.29
勤 務 問 題 10.71
家 庭 問 題 10.71

50代 経済・生活問題 26.47 健 康 問 題 17.65 家 庭 問 題 8.82
60代 健 康 問 題 33.33 経済・生活問題 16.67 家 庭 問 題 9.52
70代 健 康 問 題 50.00 家 庭 問 題 16.67 経済・生活問題 8.33
80代以上 健 康 問 題 64.29 家 庭 問 題 7.14 経済・生活問題 7.14
全年代 健 康 問 題 32.08 経済・生活問題 11.70 家 庭 問 題 11.32

警察庁自殺統計（発見地・発見日ベース）より



10

80

70

60

50

40

30

20

10

0
19年　　　　  20年　　　　  21年　　　　  22年　　　　  23年　　　　  24年　　　　  25年

川崎

幸

中原

高津

宮前

多摩

麻生

警察庁自殺統計（発見地・発見日ベース）より

～厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の違い～

「人口動態統計」
日本における日本人を対象とし、住所地を基に死亡時点で計上。なお、死因
不明の場合は不明のまま処理され、訂正報告がない場合は、自殺には計上され
ません。自殺総合対策大綱の数値目標における自殺死亡率の基となっている
ほか、WHOにはこの人口動態統計を基にした自殺死亡者（率）を報告していま
す。調査年の翌年6月に概数、9月に確定数を公表。

「自殺統計」
総人口（日本における外国人も含む。）を対象とし、発見地を基に自殺死体発
見時（正確には認知）で計上。捜査等により自殺と判明した時点で「自殺統計
原票」を作成。集計項目には、原因・動機別、職業別、自殺未遂歴の有無別、
同居人の状況別などがあって、より自殺の分析が可能な統計となっています。
月別の数値は、翌月に速報値・暫定値を、年別の数値は翌年の3月頃に確定
値を公表。

※ 本計画は市民に加えて、市内に往来する方をも対象として、総合的な
対策を推進していくものであり、各統計の特徴を踏まえて自殺の実態
を分析していきます。
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３．自殺総合対策を推進するうえでの基本的認識

自殺プロセス

事前対応 事後対応危機介入事前対応 事後対応危機介入

作成：帝京大学医学部附属溝口病院
　　　精神神経科教授　張　賢徳

ライフイベント
リストラ、倒産、借金、離婚、
離別死、いじめ、病気、

その他の失敗や喪失体験　など

サポート
の不足

精神疾患（特にうつ病）

う
つ
状
態

加速 自殺



小児期 思春期 成人期 高齢期

事前対応事前対応 事後対応事後対応危機介入危機介入

12



13

４．主要な課題



14

５．計画の基本理念等
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方針1 自殺の実情を知る

方針2 自殺防止のためにつながる

方針3 自殺防止のために支える

16
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１ 自殺の実情を
知る

２ 自殺防止のため
につながる

３ 自殺防止のため
に支える

●自殺の防止等に関する
調査研究の推進並びに情
報の収集、整理、分析及
び提供

●自殺の防止等に関する
人材の確保、養成及び資
質の向上

●自殺の防止に向けた早
期かつ適切な医療を提供
するための体制の整備

●自殺未遂者に対する支
援

●自殺者及び自殺未遂者
の親族等に対する支援

●職域、学校、地域等に
おける市民の心の健康の
保持に係る体制の整備

●自殺の発生を回避する
ための相談その他の適切
な対処を行う体制の整備
及び充実

●民間団体の行う自殺の
防止等に関する活動に対
する支援

●自殺の防止等に関する
市民の理解の増進

基本方針

計画の目標
ひとりでも多くのいのちを守る

基本理念
　学校・事業主・地域住民組織等の身近な地域の多様な主体
と協働し、安心して暮らせるまちづくりと自殺に追い込まれ
ない社会の実現を目指します。

１ 自殺の実情を
知る

２ 自殺防止のため
につながる

３ 自殺防止のため
に支える

●自殺の防止等に関する
調査研究の推進並びに情
報の収集、整理、分析及
び提供

●自殺の防止等に関する
人材の確保、養成及び資
質の向上

●自殺の防止に向けた早
期かつ適切な医療を提供
するための体制の整備

●自殺未遂者に対する支
援

●自殺者及び自殺未遂者
の親族等に対する支援

●職域、学校、地域等に
おける市民の心の健康の
保持に係る体制の整備

●自殺の発生を回避する
ための相談その他の適切
な対処を行う体制の整備
及び充実

●民間団体の行う自殺の
防止等に関する活動に対
する支援

●自殺の防止等に関する
市民の理解の増進

基本方針

計画の目標
ひとりでも多くのいのちを守る

基本理念
学校・事業主・地域住民組織等の身近な地域の多様な主体

と協働し、安心して暮らせるまちづくりと自殺に追い込まれ
ない社会の実現を目指します。



方針1 自殺の実情を知る
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６．取組項目
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方針2 自殺防止のためにつながる
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～ゲートキーパーって何？～

ゲートキーパーは直訳すると「門番」という意味で、悩んでいる人に気づき、
声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと。自殺につなが
りそうになることにストップをかける「命の門番」となる人のことです。
【ゲートキーパーの役割】
　気づき：家族や仲間、身近な人などの変化に気づいて、声をかける
　傾　聴：本人の気持ちを尊重し、話に耳を傾ける
　つなぎ：早めに専門家に相談するよう促す
　見守り：温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して「孤立・孤独」を防ぐことが重要
で、多くの方にゲートキーパーとしての意識を持っていただき、専門性の有無
にかかわらず、それぞれの立場でできることから行動を起こすことが自殺対策
につながります。
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方針3 自殺防止のために支える
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～遺された人々への支援（自死遺族支援）について～

一人の自殺が、周囲にいた少なくとも5～10人の人たちに深刻
な影響を与えると言われており、特に、遺された遺族には極めて深刻な影響が
およぶことになります。
自死遺族支援において重要なことは、様々な悲しみのプロセスの中において
自分の体験と向き合うことが出来れば、再び自尊心や社会的役割、人生を回復
し、自分らしく生きて行けるようになる、という前提に立つことだと言われて
います。
遺族の“回復力”を尊重しながら支援していくという姿勢が大切です。
また、「自死遺族支援」を提供する範囲は、親族だけに限定されるものでは
なく、友人、恋人、同僚なども含む「自殺した人と近い関係にあった人」と
捉えます。

【「自死」という表現について】
自殺は、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、「その多くが追い込まれ
た末の死」という捉え方が一般的となっています。そのような中、亡くなった
方々の死に至らざるを得なかった過程を考え、遺族支援の分野においては「自
殺」ではなく「自死」という言葉を用いています。



事前対応 危機介入 事後対応事前対応 危機介入 事後対応

( )
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７．推進体制

自殺予防に関わる法曹・医療等関係機関、民間団体等が自殺予防に関する共通認
識を持ち、連携内容を確認検討し、事業実施における実務担当者間の連携促進をめ
ざします。 

●各部署における実施体制を整備します。 
●地域に応じた自殺対策を総合的、多角的に推進
　していきます。 

自殺対策（事業、施策）の
評価を行います。 

川崎市地域自殺総合対策推進連絡会議

川崎市自殺対策総合推進会議（庁内体制）

川崎市自殺総合対策評価
委員会

学識

「自らに関係する問題」

市民

法曹関係 医療関係機関

教育関係機関経済・労働関係団体

福祉関係機関

行政機関 民間団体

警察

　副市長を議長とした関係局・区長
会議、課長級の幹事会を設置。
　必要に応じて部会を設置。

　健康福祉局精神保健課・精神保健福祉センターが、事務局として対策を推進
していきます。

学識経験者と、医療、保健
　　福祉などの各分野の
　　委員により構成

川崎市地域自殺総合対策推進連絡会議

行政機関

川崎市自殺対策総合推進会議（庁内体制）
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